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１．ＮＩＳＡ口座の金融機関の変更

これまでは、最長４年間、金融機関の変更が不可

平成27年1月1日以後は、金融機関の変更が可能

金融機関A 平成26年分 平成27年分 平成28年分 平成29年分

平成26年分 平成27年分 平成28年分 平成29年分

平成27年分 平成28年分 平成29年分

金融機関A

金融機関B

変更しようとする年

平成27年 平成27年1月1日

変更しようとする年の前年10月1日 変更しようとする年の9月30日

平成27年9月30日

平成28年以降

変更開始 変更期限

●これまでは、最長で４年間、ＮＩＳＡ口座を開設する金融機関の変更はできませんでしたが、平成 27 年

１月１日以後、年単位で金融機関の変更ができることとなります。

●平成27年に金融機関の変更を希望されるお客様は、平成27年1月1日から平成27年9月30日まで

に、所定の手続により、金融機関を変更することができます（平成28年以降は（２）をご覧ください。） 。

●金融機関の変更には、（３）の所定の手続・時間（最短で２～３週間）が必要となります。余裕をもって

手続をお取りください。

※変更しようとする年に、ＮＩＳＡ口座で上場株式等の購入等があった場合は、 その年は金融機関の変
更はできません。 特に、 積立投資や株式投資信託の分配金の再投資などにより、 変更しようとする
年に購入等がないようにご留意ください。 詳細は、 証券会社等にご相談ください。

※金融機関を変更した場合、 変更前の金融機関のＮＩＳＡ口座で購入された上場株式等は、 引き続き、
変更前の金融機関で非課税の適用が受けられます。

（１） 年単位での金融機関の変更が可能になりました。
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●これまでは、ＮＩＳＡ口座が廃止されると、最長で４年間、ＮＩＳＡ口座の再開設はできませんでしたが、

平成27年１月１日以後、ＮＩＳＡ口座の再開設ができることとなります。
●出国により非居住者となった場合も、NISA口座が廃止されますが、平成27年１月１日以後は、帰国後

にNISA口座の再開設ができることとなります。

●ＮＩＳＡ口座を再開設して、投資を行う場合、その年の９月30日までに、（２）の手続が必要です。

２．ＮＩＳＡ口座の再開設

これまでは、最長４年間、NISA口座の再開設が不可
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本リーフレットは、 平成26年12月現在の法令に基づき作成しています。

※元の金融機関だけでなく、 他の金融機関に再開設することもできます。

◆平成26年中に出国又は廃止した方

非課税口座廃止通知書
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◆平成27年以後、 出国又は廃止する方
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平成27年1月1日以後は、 NISA口座の再開設が可能

（１） ＮＩＳＡ口座の再開設が可能になりました。
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